
 

 

町田市立南第二小学校 安全上のきまり                    ２０２４年度 

  

  １、 あぶないことは、やめよう。 

  ２、 他の人に、めいわくをかけないようにしよう。 

  ３、 マナーとルールを守ろう。 

 

   

 

 

登校、下校 
  １ 登校時間 ８：００～８：２０（全校朝会、児童集会は、８：２５～） 

  ２ 下校時刻 Ａ時程（月、火、木）１５：３５  Ｂ時程（金）１５：２０   Ｃ時程（水）１５：００ 

 

学校の中でのくらし方 
１ 持ち物について ①持ち物は、安全な使い方をし、大切に扱う。（怪我防止のため） 

②学習に不必要な物は持ってこない。（トラブルの原因となるため） 

③体育着の上着はフードやチャックのついていないトレーナーを着用する。（怪我防止のため） 

２ 歩き方、出入りについて 

①廊下、階段は、静かにゆっくりと右側を歩き、手すりはすべりおりない。（事故防止のため） 

                   ②ベランダや屋上、裏庭（畑）には、先生と一緒に出入りする。（事故防止のため） 

               ③プール、学童横の細い場所、学童の駐車場、畑横の駐車場には入らない。  （怪我防止のため） 

３ 給食・掃除について 

          ①給食時のワゴンの受け取り、移動、返却の行き来は、先生が行う。給食終了後の食器の返却は、 

                                       栄養士の指導の通りに行う。（2時までに） 

            ②給食時間・清掃時間を分けて行う。（衛生面を考慮するため） 

            ③特別時程が続く日は、昼休みが清掃時間となる時もある。（きれいな校舎を保つため） 

４ 遊びについて  ①中庭、ピロティ、階段では、鬼ごっこ、ボ－ル遊びはしない。（けが防止のため） 

                ②サッカーは、ゴールの割り当てがない曜日は行わない。ゴールを使用してサッカーを行う。 

③校庭が使えないときの中庭では、一輪車と竹馬遊びはしない。使用割り当ての学年は体育館遊びを行う。 

④雨天時には、教員の見守りの元、教室で安全に気をつけて過ごす。 

                                               (目の届かない玄関ホールでは遊ばない。） 

  ５ 防犯について   ①門や昇降口が閉まっている時は、扉を開けたら必ず閉める。（防犯のため） 

             ②ピロティの渡り廊下は、朝会・集会と緊急時以外は通らない。通る必要がある場合は、必ず先生と 

             一緒に通る。（防犯のため） 

  ６ 下校について   ①下校後に忘れ物を取りに来た場合、職員室の先生に知らせてから行く。帰るときも職員室に報告する。 

  ７ 遅刻・早退    ①原則、保護者に教室まで送り迎えをしていただく。（安全上のため） 

 

校庭の使い方 
  １ サッカーゴールの使い方 

    （＊サッカーボールを道路側に蹴ることを禁止とする。＊ゴールの割り当ての曜日のみサッカーを行う。） 

    ①校舎側   １年生とみなみ組 

    ②プール側  月…３年生  火…４年生  水…２年生  木…５年生  金…６年生 

  ２ 鉄棒の使い方 

①授業以外で高鉄棒を使うことはできない。（休み時間は禁止） 

②高度な技の練習をする時は、マットが敷いてある鉄棒を安全に気をつけて使用する。 

  ３ ジャングルジムの使い方 

    ジャングルジムではおにごっこをしない。 

 

体育館の使用について 
  １ 朝と放課後の使用は、原則としてしない。 
  ２ 休み時間は、雨天時等、校庭使用不可の時のみ使用してよい。 

        （１）使用の条件 

              ・担任か学年で一人以上は先生がつく。 

              ・バスケットの練習、ドッジボール等、安全に気をつけて遊ぶ。 

              ・フロアーのみ使用する。（舞台に上がったり、体育館倉庫に入ったりしない。） 

        （２）使用割り当て 

 月 火 水 木 金 

中休み ６ 年 ５ 年  ３ 年 ４ 年 １ ・ ２年 

昼休み ３ 年 ４ 年 １ ・ ２年 ６ 年 ５ 年 

  

 



校外生活 
    １ 駅周辺の繁華街やゲームセンター、映画館等に児童だけで行ってはいけない。用事のないお店、コンビニに入らない。 

    ２ 自転車に乗る時はヘルメットを着用する。原則として、3年生になって自転車教室で学習してから乗ってよい。 

   ただし、低学年は大人と一緒にいるところでは乗ってもよい。 

    ３ 児童は放課後、自転車に乗って学校に来ない。 

  ４ 愛の鐘が鳴る時間に帰宅する。（3～9月５時半、10～2月４時半）  ※卒業生の施設使用は原則なしとする。 


